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第１編  総  論 
 

第１章 市の責務、計画の位置づけ、構成等 

 市は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための

措置を的確かつ迅速に実施するため、以下のとおり、市の責務を明らかにするととも

に、市の国民の保護に関する計画の趣旨、構成等について定める。 

 

１ 市の責務及び市国民保護計画の位置づけ 

 

⑴ 市の責務 

市（市長及びその他の執行機関をいう。以下同じ。）は、武力攻撃事態等におい

て、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（以下「国民保

護法」という。）その他の法令、国民の保護に関する基本指針（平成 17年３月閣議

決定。以下「基本指針」という。）及び和歌山県の国民の保護に関する計画（以下

「県国民保護計画」という。）を踏まえ、田辺市の国民の保護に関する計画（以下

「市国民保護計画」という。）に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協

力し、自ら国民の保護のための措置（以下「国民保護措置」という。）を的確かつ

迅速に実施し、その区域において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進

する。 

 

⑵ 市国民保護計画の位置づけ 

市は、その責務にかんがみ、国民保護法第 35 条の規定に基づき、市国民保護計画

を作成する。なお、計画の策定に当たっては、「田辺市地域防災計画」を活用する

ものとする。 

 

⑶ 市国民保護計画に定める事項 

市国民保護計画においては、その区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関す

る事項、市が実施する国民保護措置に関する事項等国民保護法第 35条第２項各号に

掲げる事項について定める。 

 

２ 市国民保護計画の構成 

 

市国民保護計画は、以下の各編により構成する。 

第１編 総論 

第２編 平素からの備えや予防 
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第３編 武力攻撃事態等への対処 

第４編 緊急対処事態への対処 

第５編 復旧等 

資料編 

 

３ 市国民保護計画の見直し、変更手続 

 

⑴ 市国民保護計画の見直し 

市国民保護計画については、今後、国における国民保護措置に係る研究成果や新

たなシステムの構築、県国民保護計画の見直し、国民保護措置についての訓練の検

証結果等を踏まえ、不断の見直しを行う。 

市国民保護計画の見直しに当たっては、市国民保護協議会の意見を尊重するとと

もに、広く関係者の意見を求めるものとする。 

 

⑵ 市国民保護計画の変更手続 

市国民保護計画の変更に当たっては、計画作成時と同様、国民保護法第 39条第３

項の規定に基づき、市国民保護協議会に諮問の上、知事に協議し、市議会に報告し、

公表するものとする。ただし、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律施行令（以下「国民保護法施行令」という。）で定める軽微な変更につ

いては、この限りではない。 

 

第２章 国民保護措置に関する基本方針 

 市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり、特に留意すべき事項につ

いて、以下のとおり、国民保護措置に関する基本方針として定める。 

 

⑴ 基本的人権の尊重 

市は、国民保護措置の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権

利を尊重することとし、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、そ

の制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。 

 

⑵ 国民の権利利益の迅速な救済 

市は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は

訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続を、できる限り迅速に処理するよう

努める。 

 

⑶ 国民に対する情報提供 

市は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情

報を、適時に、かつ、適切な方法で提供する。 
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⑷ 関係機関相互の連携協力の確保 

市は、国、県、近隣市町村並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関と

平素から相互の連携体制の整備に努める。 

 

⑸ 国民の協力 

市は、国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めると

きは、国民に対し、必要な援助について協力を要請する。この場合において、国民

は、その自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。 

また、市は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティアへの支援に

努める。 

 

⑹ 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施 

市は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要す

る者の保護について留意する。 

また、市は、国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において

適用される国際人道法の的確な実施を確保する。 

 

⑺ 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重 

市は、指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置の実施方法については、

指定公共機関及び指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断

するものであることに留意する。 

 

⑻ 国民保護措置に従事する者等の安全の確保 

市は、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。 

また、要請に応じて国民保護措置に協力する者に対しては、その内容に応じて安

全の確保に十分に配慮する。 
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第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

 

 市は、国民保護措置の実施に当たり関係機関との円滑な連携を確保できるよう、国

民保護法における市の役割を確認するとともに、関係機関の連絡窓口をあらかじめ把

握しておく。 

 

【国民保護措置の全体の仕組み】 

 

 

 

１ 事務又は業務の大綱 

 

 国民保護措置について、市は、おおむね次に掲げる業務を処理する。 

 

１ 国民保護計画の作成 

２ 国民保護協議会の設置、運営 

３ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営 

４ 組織の整備、訓練 
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５ 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の調整その他の住

民の避難に関する措置の実施 

６ 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置の

実施 

７ 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武

力攻撃災害への対処に関する措置の実施 

８ 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施 

９ 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 

 

２ 関係機関の連絡先 

 

  ※ 関係機関の連絡先は、資料編第３章「関係機関等の連絡先一覧」（P.3-1～P.3-12） 

を参照 

 

第４章 市の地理的、社会的特徴 

 市は、国民保護措置を適切かつ迅速に実施するため、その地理的、社会的特徴等

について確認することとし、以下のとおり、国民保護措置の実施に当たり考慮して

おくべき市の地理的、社会的特徴等について定める。 

 

１ 地理的条件     

 

⑴ 位置 

本市は、紀伊半島の南西側、和歌山県の南部に位置しており、みなべ町、印南町、

日高川町、有田川町、奈良県野迫川村・十津川村、新宮市、古座川町、上富田町、白

浜町に接している。 

 

⑵ 面積 

本市は、東西に約 45km、南北に約 46km の広がりをもち、面積は 1026.77ｋ㎡である。 

 

【田辺市の位置及び面積】 

方 位 経  度 方 位 緯  度 面   積 

最 東 東経 135 度 49 分 最 北 北緯 34 度 04 分 
1026.77ｋ㎡ 

最 西 東経 135 度 20 分 最 南 北緯 33 度 38 分 

 

⑶ 地形 

本市は、鉾尖・牛廻山地、果無山地、高尾山地、大塔山地からなる山地部と、市街

地の北部に位置する田辺丘陵や東部に位置する白浜・朝来丘陵などの兵陵地及び市域
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を流れる芳養川、稲成川、左会津川、右会津川、富田川、熊野川によって形成された

低地からなる。また低地と山地、丘陵地の間には台地（河岸段丘）が発達している。 

 

① 山地 

大起伏山地は、北部の城ヶ森山（1,268.8m）、牛廻山（1,206.8m）、笠塔山（1,049.4m）、

西部の槇山（795.8m）、南部の法師山（1120.2m）、東部の高尾山（943.5m）、百前

森山（782.7m）をはじめとして標高 1,000m 級の山並みを持ち、満壮年期の様相を呈

している。 

大起伏山地の山麓面として一段低い標高に中起伏山地、さらに高度を下げ、中起

伏山地縁辺部を起伏量 200～400m の小起伏山地が占める。 

本市の地形は、起伏量 400～600m の中起伏山地と起伏量 200～400m の小起伏山地

が大部分を占める。 

 

② 兵陵地 

兵陵地には、市街地の北側に広がる田辺丘陵と、市街地の東部から南部にかけて

の白浜・朝来丘陵とがあり、いずれも標高は 100m 前後である。 

 

③ 台地 

芳養川、稲成川、左会津川、右会津川、富田川、日高川、熊野川及びその支流周

辺の河岸にあって、斜面又は段丘崖により、低地とは区別される。 

 

④ 扇状地性低地 

芳養川、稲成川、左会津川、右会津川、富田川、熊野川とその支流沿い並びに新

庄町付近に広がる低地で、谷底平野と氾濫平野とに分けられる。 

 

⑤ 三角州性低地 

芳養川の河口部、左会津川・右会津川と稲成川が合流する付近から海岸に至る地

域や文里港から南の海岸付近に分布する。 

 

⑥ 自然堤防 

河川の堆積作用により河川沿いに形成された微高地で、氾濫平野、三角州の中に

分布する。 

 

⑦ 旧河道 

過去の河川の流路跡で、芳養川の曲流している箇所に顕著にみられる。 

 

⑧ 砂州 

芳養川、左会津川の河口に広がる波の作用により、海岸部に形成された微高地で、

現在はほとんどが市街地となっている。 
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⑨ 崖錘・地すべり地形 

崖錘は山地斜面の脚部や谷底部に分布し、地すべり地形は不規則な緩斜面の地形

で山地斜面下部などにみられる。 

 

⑩ 人工改変地 

宅地造成や埋立てなどにより、人為的に地形の改変を行った人工改変地がある。 

 

⑷ 気象 

① 市の気候特性は、次のとおりである。 

本市の気候は、南海気候区に属し温暖で湿潤な地域であり、沿岸部では、黒潮の

影響を受け寒暖の差が比較的小さい。一方、内陸の山間部では、1,000m 級の山々を

めぐらした山間地であるため、西方沿岸部とは異なり、寒暖の差のある厳しい気象

状況を示す。また、６月の梅雨期や９月の台風期に雨が多く年間 2,500 ㎜～3,000

㎜に達し、全国でも有数の最多雨地帯となっている。 

白浜地域気象観測所、栗栖川地域気象観測所、龍神地域気象観測所、本宮地域雨

量観測所での最近５年間（2001-2005 年）の気候の概況を以下に示す。 

 

観測所 項目 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 年 

田 辺市  

「龍 神 」 

気温 

(℃) 
2.2 3.8 6.6 12.7 16.9 20.6 24.3 24.3 21.6 15.4 9.7 4.2 13.5 

降水量 

(㎜) 
112.6 119.4 164.8 178.6 283.4 334.4 313.0 392.2 229.6 273.2 138.2 99.6 2639.0  

田辺市 

「栗栖川」 

気温 

(℃) 
3.7 5.1 8.0 13.9 18.1 21.6 25.4 25.4 23.0 16.8 11.0 5.6 14.8  

降水量 

(㎜) 
106.6 90.0 137.4 132.6 229.8 287.2 306.6 364.0 196.0 211.8 135.6 66.0 2263.6  

田 辺市  

「本 宮 」 

降水量 

(㎜) 
107.2 90.6 134.6 113.4 227.4 294.2 333.4 542.0 354.8 267.4 136.0 81.0 2682.0  

白 浜町  

「白 浜 」  

気温 

(℃) 
6.9 8.0 10.8 16.1 19.9 23.2 26.9 27.3 25.1 19.5 14.3 9.1 17.3  

降水量 

(㎜) 
92.8 69.4 96.0 95.6 150.4 217.4 235.4 233.0 198.2 181.6 134.0 63.6 1767.4  

注）表中の値は、月別平均値（2001-2005 年）とする。  
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２ 社会的条件     

 

⑴ 人口 

田辺市、龍神村、中辺路町、大塔村、本宮町の市町村合併後（平成 17年５月１日）

の平成 17 年国勢調査による人口は、82,499 人で合併前の平成 12 年の 85,646 人（旧

５市町村合計値）よりも 3.67％減少している。 

なお、平成 20 年住民基本台帳によると、田辺市の総人口は 82,973 人であり、世帯

数は、35,257 世帯である。（平成 20 年 12 月末現在） 

 

『人口の推移】 
 

市町村合併前 

地      域 
昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 

市町村合併後 

地      域 
平成１７年 

旧田辺市 70,835 69,859 70,246 70,360 

田辺市 82,499 

旧龍神村 5,110 4,847 4,642 4,461 

旧中辺路町 4,343 4,027 3,863 3,710 

旧大塔村 3,351 3,181 3,285 3,246 

旧本宮町 4,624 4,229 4,123 3,869 

合計 88,263 86,143 86,159 85,646 合計 82,499 

 

⑵ 人口分布 

人口は、平成 12 年における国勢調査から旧市町村全体をみたとき、平成 12 年では

85,646 人となっており、うち中心市街地を形成する旧田辺市の人口が全体の 82.2％を
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占めている。 

また各年齢階層別では、０歳～14 歳までの年少人口は、13,418 人、15 歳～64 歳ま

での生産年齢人口は 52,710 人となっている。65歳以上の老齢人口は 19,518 人となっ

ており、全国平均の老齢人口比率が 17.3％であるのに対し 22.8％と高く、本市の人口

構成の大きな部分を占めるに至っている。地域別では、老齢人口比率が 20.3％から

37.3％まで差があり、すべての旧町村地域で 30％を超えている。 

今後とも、人口減少や高齢化の傾向は続くものと予想され、特に旧町村地域の高齢

化はさらに進むものと考えられる。 

※ 町別年齢別人口、住民基本台帳人口、人口密度・人口の推移・世帯数の推移等は、

資料編第２「基礎資料」（P.2-5～P.2-10）を参照 

 

⑶ 道路の位置等 

   道路は、紀伊半島の大動脈である国道 42号が海岸部に沿って走り、政治、経済、産

業の中心地である市南西部の市街地と、市の周辺部に位置する山間地域がそれぞれ幹

線道路で結ばれている。 

   また、高速道路近畿自動車道が、平成 19 年 11 月に南紀田辺ＩＣまで開通し、さら

に南伸の計画がある。 

   市街地～龍神村間は県道田辺龍神線で、市街地～大塔・中辺路町・本宮町間は、県

道上富田南部線を経由し国道 311 号で結ばれているほか、国道 311 号と県道田辺龍神

線が県道中辺路龍神線で連絡している。 

   山間地域内での道路状況は、龍神地域では、国道 371 号、424 号、425 号が交差し、

市外と結ばれているほか、県道美里龍神線の改良促進が期待されている。 

   本宮地域は、地域内を縦断する国道 168 号が新宮市と奈良県五條市を結んでおり、

現在、地域高規格道路五條新宮道路として整備が促進されている。 

 

⑷ 鉄道、空港、港湾の位置等 

鉄道は、ＪＲ紀勢本線が、和歌山駅から海岸沿いに有田市、田辺市、新宮市を経て

三重県でＪＲ関西本線と連絡している。さらに、ＪＲ阪和線を経由して大阪都市圏内

との連絡や新幹線との直接乗り継ぎが可能となっている。 

空港は、2,000m の滑走路を有する南紀白浜空港（３種Ｃ級）が、隣接した西牟婁郡

白浜町にある。 

港湾は、県管理の文里港、県管理漁港の田辺漁港、市管理漁港の芳養漁港、目良漁

港、内の浦漁港の５港がある。 

 

⑸ ダムの位置等 

ダムは、大塔地域（日置川水系日置川）に殿山ダムが、龍神地域に隣接した日高郡

日高川町（日高川水系日高川）に椿山ダムが、本宮地域に隣接した奈良県吉野郡十津

川村（新宮川水系十津川）に風屋ダム、二津野ダムがある。 

 

※ 道路・鉄道・空港・ダムの位置図は資料編第２章「基礎資料」（P.2-11）を参照 
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第５章 市国民保護計画が対象とする事態 

 市国民保護計画においては、以下のとおり県国民保護計画において想定されている

武力攻撃事態及び緊急対処事態を対象とする。 

 

第１ 武力攻撃事態等及び緊急対処事態 

 

１ 武力攻撃事態等（武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態） 

 

市国民保護計画においては、武力攻撃事態として、県国民保護計画において想定さ

れている事態を対象とする。 

 

⑴ 武力攻撃事態とは、武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険

が切迫していると認められるに至った事態をいう。 

 

⑵ 武力攻撃予測事態とは、武力攻撃事態に至っていないが、事態が緊迫し、武力攻

撃が予測されるに至った事態をいう。 

 

⑶ 武力攻撃事態の想定は、武力攻撃の手段、その規模の大小、攻撃パターンなどに

より異なるが、以下に掲げる４類型を対象として想定している。 

なお、これら事態は複合して起こることが多いと考えられる。 

・ 着上陸侵攻 

・ ゲリラや特殊部隊による攻撃 

・ 弾道ミサイル攻撃 

・ 航空攻撃 

 

２ 緊急対処事態 

 

市国民保護計画においては、緊急攻撃事態として、県国民保護計画において想定さ

れている事態を対象とする。 

 

⑴ 緊急対処事態とは、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行

為が発生した事態又は当該認定が発生する明白な危険が切迫していると認められる

に至った事態（後日、対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行わ

れることとなる事態を含む。）で、国民の生命、身体及び財産を保護するため、国

家として緊急に対処することが必要な事態をいう。 

 

⑵ 緊急対処事態の想定は、攻撃対象施設又は攻撃の手段の種類により、以下に掲げ
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る４類型を対象として想定している。 

なお、これら事態は武力攻撃事態におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等と類似

の事態が想定される。 

 

① 攻撃対象施設等による分類 

 

ア 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態 

原子力事業所等の破壊、石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施設等の爆破、

危険物積載船への攻撃、ダムの破壊 

 

イ 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態 

大規模集客施設・ターミナル駅等の爆破、列車等の爆破 

 

② 攻撃手段による分類 

 

ア 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態 

ダーティボム等の爆発による放射能の拡散、炭疽菌等生物剤の航空機等によ

る大量散布、市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布、水源地に対する毒

素等の混入 

 

イ 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態 

航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ 

弾道ミサイル等の飛来 

 

第２ 和歌山県における武力攻撃事態及び緊急対処事態の生起の可能性 

 

⑴ 武力攻撃事態については、県の日本における地理的位置（太平洋に面した県、東

京からの離隔度等）及び現状の国際情勢等から判断して、大規模な着上陸侵攻の可

能性は少ない。 

また、小規模なゲリラ・特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃は、

西日本最大の都市が存在する大阪府に隣接することから大阪府で事態が生起した場

合に後方攪乱等を狙いとして起こる可能性があると考える。 

 

⑵ 緊急対処事態を引き起こす攻撃手段としては、ゲリラや特殊部隊、テロ、弾道ミ

サイル、航空機が考えられる。 

 

⑶ ＮＢＣ攻撃については、武力攻撃事態及び緊急対処事態の「多数の人を殺傷する

特性を有する物質等による攻撃」において想定されると考える。 
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⑷ その他隣接府県特に大阪府で事態が生起した場合、和歌山県に大量の避難住民の

受入要請が予測される。 

 

第３ 田辺市において攻撃目標として考えられる施設 

 

市において攻撃目標と考えられる施設等としては、県・市等関係施設、海上保安部

施設、港湾・大量集客施設等の公共的施設、ダム等の生活関連等施設が考えられる。 
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第２編 平素からの備えや予防 
 

第１章 組織・体制の整備等 

 

 第１ 市における組織・体制の整備 

 市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実施に必要な

組織及び体制、職員の配置及び服務基準等の整備を図る必要があることから、以下の

とおり、各部局の平素の業務、職員の参集基準等について定める。 

 

１ 市の各部課室における平素の業務 

 

 市の各部課室は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、その準備に係る業

務を行う。 

 

  【市の各部課室における平素の業務】 

部局名 平素の業務 

企画部 ・国民保護に係る施策の調整に関すること 

・広報に関すること 

・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の伝達に関すること 

・町内会・自治会等との連絡に関すること 

・人権に関すること 

・情報化施策の調査及び研究に関すること 

・電子計算システムの運用及び管理に関すること 

総務部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国民保護に関する業務の総括に関すること 

・各部局間の調整に関すること 

・国民保護に関する企画立案に関すること 

・国民保護協議会の運営に関すること 

・避難施設の指定及び運営体制の整備に関すること 

・安否情報の収集体制の整備に関すること 

・国民保護措置についての啓発に関すること 

・国民保護措置についての訓練に関すること 

・特殊標章等の交付等に関すること 

・市国民保護対策本部に関すること 

・避難実施要領の策定に関すること 

・避難住民の輸送手段の確保、計画に関すること 

・物資及び資材の備蓄等に関すること 
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総務部 

（続き） 

・職員の服務、給与に関すること 

・国民保護措置関係予算に関すること 

・庁舎、公有財産の管理、運用に関すること 

・その他他の部に属さないこと 

市民環境部 ・埋火葬の許可に関すること 

・廃棄物処理に関すること 

・遺体処理に関すること 

・斎場に関すること 

・墓地に関すること 

・し尿処理に関すること 

保健福祉部 ・高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保及び支援体制の整備に関すること 

・医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること 

・義援金の受付に関すること 

・保健衛生に関すること 

産業部 ・商工観光団体・機関との連絡調整に関すること 

・農林水産関係団体・機関との連絡調整に関すること 

・農業用施設及び林道・林業用施設に関すること 

・漁港施設に関すること 

建設部 ・道路、港湾施設の把握、対策に関すること 

・ダム、河川、急傾斜、地すべり等危険箇所の把握、対策に関すること 

・仮設住宅に関すること 

会計課 ・義援金の保管に関すること 

水道部 ・救援のための飲料水の確保に関すること 

教育委員会 ・公立学校等への警報の伝達体制の整備に関すること 

・文化財の保護に関すること 

消防本部 ・武力攻撃災害への対処に関すること（救急・救助を含む。） 

・住民の避難誘導に関すること 

・資機材の整備に関すること 

行政局 ・各部局との連絡調整に関すること 

※ 国民保護に関する業務の総括、各部課室間の調整、企画立案等については、総務部防災対策室の 

国民保護担当責任者が行う。 

 

２  市職員の参集基準等 

 

⑴ 職員の迅速な参集体制の整備 

市は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の初動対応

に万全を期するため、武力攻撃事態等に対処するために必要な職員が迅速に参集で

きる体制を整備する。 
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⑵ 24 時間即応体制の確立 

市は、武力攻撃等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応す

る必要があるため、消防本部・当直員との連携を図りつつ、速やかに市長及び国民

保護担当職員に連絡が取れる 24時間即応可能な体制を確保する。 

  

⑶ 市の体制及び職員の参集基準等 

市は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、下記の体制を整備するとと

もに、その参集基準を定める。 

その際、市長の行う判断を常時補佐できる体制の整備に努める。 

 

【職員参集基準】 

体    制 参 集 基 準 

①初動警戒体制 総務部防災対策室職員が参集 

②緊急事態連絡室体制 原則として、市国民保護対策本部体制（P.38）に準じて職員

の参集を行うが、具体的な参集基準は、災害時の参集基準を

参考に個別の事態の状況に応じ、その都度判断 

③市国民保護対策本部体制 全ての市職員が本庁又は出先機関等に参集 

 

【事態の状況に応じた初動体制の確立】 

事態の状況 体制の判断基準 体制 

事態認定前 

・市の全部課室での対応は不要だが、情報収集等の対応が必要な場

合  
① 

・市の全部課室での対応が必要な場合（現場からの情報により多数

の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合） 
② 

事態認定後 

市国民保護対策本部 

設置の通知がない場合 

・市の全部課室での対応は不要だが、情報

収集等の対応が必要な場合  
① 

・市の全部課室での対応が必要な場合（現

場からの情報により多数の人を殺傷する

行為等の事案の発生を把握した場合） 

② 

・市国民保護対策本部設置の通知を受けた場合     ③ 

 

⑷ 幹部職員等への連絡手段の確保 

市の課長級以上の幹部職員及び国民保護担当職員は、常時、参集時の連絡手段と

して、携帯電話の携行など、電話・メール等による連絡手段を確保する。 

 

⑸ 幹部職員等の参集が困難な場合の対応 

市の幹部職員及び防災対策室職員が、交通の途絶、職員の被災などにより参集が

困難な場合等も想定し、あらかじめ、参集予定職員の次席の職員を代替職員として
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指定しておくなど、事態の状況に応じた職員の参集手段を確保する。 

なお、市対策本部長、市対策副本部長及び市対策本部員の代替職員については、

以下のとおりとする。 

 

【市対策本部長、市対策副本部長及び市対策本部員の代替職員】 

名称 
代替職員 

（第１順位） 

代替職員 

（第２順位） 

代替職員 

（第３順位） 

本部長（市長） 副市長 総務部長 

田辺市長の職務代理者

を定める規則第３条に

掲げる者 

副本部長（副市長） 総務部長 

田辺市長の職務代理者

を定める規則第３条に

掲げる者 

 

市対策本部員 課長等   

 

⑹ 職員の服務基準 

市は、⑶①～③の体制ごとに、参集した職員の行うべき所掌事務を定める。 

 

⑺ 交代要員等の確保 

市は、防災に関する体制を活用しつつ、田辺市国民保護対策本部（以下「市対策

本部」という。）を設置した場合においてその機能が確保されるよう、以下の項目

について定める。 

○ 交代要員の確保その他職員の配置 

○ 食料等の備蓄 

○ 自家発電設備の確保 

○ 仮眠設備等の確保  等 

 

 ３ 消防機関の体制 

 

⑴ 消防本部及び消防署における体制 

消防本部及び消防署は、市における参集基準等と同様に、消防本部、消防署にお

ける初動体制を整備するとともに、職員の参集基準を定める。その際、市は、消防

本部及び消防署における 24時間体制の状況を踏まえ、特に初動時における消防本部

及び消防署との緊密な連携を図り、一体的な国民保護措置が実施できる体制を整備

する。 

 

⑵ 消防団の充実・活性化の推進等 

市は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ、県と連携

し、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例の情
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報提供、施設及び設備の整備の支援等の取組みを積極的に行い、消防団の充実・活

性化を図る。 

また、市は、県と連携し、消防団に対する国民保護措置についての研修を実施す

るとともに、国民保護措置についての訓練に消防団の参加を配慮する。 

さらに、市は、消防本部及び消防署における参集基準等を参考に、消防団員の参

集基準を定める。 

 

４ 国民の権利利益の救済に係る手続等 

 

⑴ 国民の権利利益の迅速な救済 

市は、武力攻撃事態等の認定があった場合には、国民保護措置の実施に伴う損失

補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係

る手続を迅速に処理するため、国民からの問い合わせに対応するための総合的な窓

口を開設し、手続項目ごとに、以下のとおり担当課を定める。 

また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより、国民の権利利益

の救済のため迅速に対応する。 

 

【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】 

項      目 担 当 課 

損失補償 

（法第 159 条第 1 項） 

特定物資の収用に関すること。（法第 81条第 2項） 

特定物資の保管命令に関すること。（法第81条第3

項） 

健康増進課 

商工振興課 

計画課 

土木課 

土地等の使用に関すること。（法第 82 条） 土地対策課 

管理課 

応急公用負担に関すること。（法第 113 条第 1項・5

項） 

土地対策課 

管理課 

損害補償 

（法第160条） 

国民への協力要請によるもの 

（法第 70条第 1・3 項、80 条第 1項、115 条第 1 項、

123 条第 1 項） 

消防本部 

健康増進課 

工務課 

簡易水道課 

環境課 

不服申立てに関すること。（法第 6条、175 条） 総務課 

訴訟に関すること。（法第 6 条、175 条） 総務課 

 

 

⑵ 国民の権利利益に関する文書の保存 

市は、国民の権利利益の救済の手続に関連する文書（公用令書の写し、協力の要

請日時、場所、協力者、要請者、内容等を記した書類等）を、田辺市文書規程等の

定めるところにより、適切に保存する。また、国民の権利利益の救済を確実に行う

ため、武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、安全な場所に確実に保
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管する等の配慮を行う。 

市は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している場

合及び国民保護措置に関して不服申立て又は訴訟が提起されている場合には保存期

間を延長する。 

 

 

第２ 関係機関との連携体制の整備 
 市は、国民保護措置を実施するに当たり、国、県、他の市町村、指定公共機関、指定

地方公共機関その他の関係機関と相互に連携協力することが必要不可欠であるため、以

下のとおり、関係機関との連携体制整備のあり方について定める。 

 

１ 基本的考え方 

 

⑴ 防災のための連携体制の活用 

市は、武力攻撃事態等への効果的かつ迅速な対処ができるよう、防災のための連

携体制も活用し、関係機関との連携体制を整備する。 

 

⑵ 関係機関の計画との整合性の確保 

市は、国、県、他の市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の関係機

関の連絡先を把握するとともに、関係機関が作成する国民保護計画及び国民保護業

務計画との整合性の確保を図る。 

 

⑶ 関係機関相互の意思疎通 

市は、個別の課題に関して関係機関による意見交換の場を設けること等により、

関係機関の意思疎通を図り、人的なネットワークを構築する。この場合において、

市国民保護協議会を活用すること等により、関係機関の積極的な参加が得られるよ

うに留意する。 

 

 

 

２ 県との連携 

 

⑴ 県の連絡先の把握等 

市は、緊急時に連絡すべき県の連絡先及び担当部署（担当部局名、所在地、電話

（ＦＡＸ）番号、メールアドレス等）について把握するとともに、定期的に更新を

行い、国民保護措置の実施の要請等が円滑に実施できるよう、県と必要な連携を図

る。 

 



 

- １９ -

⑵ 県との情報共有 

警報の内容、経路や運送手段等の避難、救援の方法等に関し、県との間で緊密な

情報の共有を図る。 

 

⑶ 市国民保護計画の県への協議 

  市は、県との国民保護計画の協議を通じて、県の行う国民保護措置と市の行う国

民保護措置との整合性の確保を図る。 

 

⑷ 県警察との連携 

市長は、自らが管理する道路について、武力攻撃事態において、道路の通行禁止

措置等に関する情報を道路利用者に積極的に提供できるよう、県警察と必要な連携

を図る。 

 

３ 近接市町村との連携 

 

⑴ 近接市町村との連携 

市は、近接市町村の連絡先、担当部署等に関する最新の情報を常に把握するとと

もに、近接市町村相互の国民保護計画の内容について協議する機会を設けることや、

防災に関し締結している市町村間の相互応援協定等について必要な見直しを行うこ

と等により、武力攻撃災害の防御、避難の実施体制、物資及び資材の供給体制等に

おける近接市町村相互間の連携を図る。 

 

⑵ 消防機関の連携体制の整備 

市は、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近接市町村の消防機関との応援体

制の整備を図るとともに、必要により既存の消防応援協定等の見直しを行うこと等

により、消防機関相互の連携を図る。また、消防機関のＮＢＣ対応可能部隊数やＮ

ＢＣ対応資機材の保有状況を相互に把握し、相互応援体制の整備を図る。 

 

 

４ 指定公共機関等との連携 

 

⑴ 指定公共機関等の連絡先の把握 

市は、区域内の指定公共機関等との緊密な連携を図るとともに、指定公共機関等

の連絡先、担当部署等について最新の情報を常に把握しておく。 

 

⑵ 医療機関との連携 

市は、事態発生時に医療機関の活動が速やかに行われるよう消防機関とともに、

災害拠点病院、救命救急センター、医師会等との連絡体制を確認するとともに平素
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からの意見交換や訓練を通じて、緊急時の医療ネットワークと広域的な連携を図る。 

また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう（財）日本中毒情報センター等の

専門的な知見を有する機関との連携に努める。 

 

⑶ 関係機関との協定の締結等 

市は、関係機関から物資及び資材の供給並びに避難住民の運送等について必要な

協力が得られるよう、防災のために締結している協定の見直しを行うなど、防災に

準じた必要な連携体制の整備を図る。 

また、市は、区域内の事業所における防災対策への取組みに支援を行うとともに、

民間企業の有する広範な人的・物的ネットワークとの連携の確保を図る。 

 

５ ボランティア団体等に対する支援 

 

⑴ 自主防災組織等に対する支援 

市は、自主防災組織及び町内会・自治会等のリーダー等に対する研修等を通じて

自主防災組織等の活性化を推進し、その充実を図るとともに、自主防災組織等相互

間、消防団及び市等との間の連携が図られるよう配慮する。また、国民保護措置に

ついての訓練の実施を促進し、自主防災組織等が行う消火、救助、救援等のための

施設及び設備の充実を図る。 

 

⑵ 自主防災組織以外のボランティア団体等に対する支援 

市は、防災のための連携体制を踏まえ、日本赤十字社、社会福祉協議会その他の

ボランティア関係団体等との連携を図り、武力攻撃事態等においてボランティア活

動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図る。 

 

 

第３ 通信の確保 

 市は、武力攻撃事態等において国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、非

常通信体制の整備等による通信の確保が重要であることから、以下のとおり、非常通信

体制の整備等について定める。 

 

⑴ 非常通信体制の整備 

市は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、重要通信の確保に関す

る対策の推進を図るものとし、自然災害その他の非常時における通信の円滑な運用

を図ること等を目的として、関係省庁や電気通信事業者等で構成された非常通信協

議会との連携に十分配慮する。 

 

⑵ 非常通信体制の確保 
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市は、武力攻撃災害発生時においても情報の収集、提供を確実に行うため、情報

伝達ルートの多ルート化や停電等に備えて非常用電源の確保を図るなど、自然災害

時における体制を活用し、情報収集、連絡体制の整備に努める。 

また、非常通信体制の確保に当たっては、自然災害時において確保している通信

手段を活用するとともに、以下の事項に十分留意し、その運営・管理、整備等を行

う。 

 

施

設

・

設

備

面 

・非常通信設備等の情報通信手段の施設について、非常通信の取扱いや機器の操作の習熟を含めた管理・運用体

制の構築を図る。 

・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段の整備（有線・無線系、地上系・衛星系等

による伝送路の多ルート化等）、関連機器装置の二重化等の障害発生時における情報収集体制の整備を図る。 

・無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携を図る。  

・武力攻撃災害時において確実な利用ができるよう、国民保護措置の実施に必要な非常通信設備を定期的に総点

検する。 

運 

 

用 

 

面 

・夜間・休日の場合等における体制を確保するとともに、平素から情報の収集・連絡体制の整備を図る。 

・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、通信輻輳時及び途絶時並びに庁舎への電源供給が絶たれた場合

を想定した、非常用電源を利用した関係機関との実践的通信訓練の実施を図る。 

・通信訓練を行うに当たっては、地理的条件や交通事情等を想定し、実施時間や電源の確保等の条件を設定した

上で、地域住民への情報の伝達、避難先施設との間の通信の確保等に関する訓練を行うものとし、訓練終了後

に評価を行い、必要に応じ体制等の改善を行う。 

・無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分留意し、武力攻撃事態等非常時における運用計画を定めるとと

もに、関係機関との間で携帯電話等の電気通信事業用移動通信及び防災行政無線、消防救急無線等の業務用移

動通信を活用した運用方法等についての十分な調整を図る。 

・電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を図る。 

・担当職員の役割・責任の明確化等を図るとともに、職員担当者が被害を受けた場合に備え、円滑に他の職員が

代行できるような体制の構築を図る。 

・国民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車両等を活用するとともに、高齢者、障害者、外国

人その他の情報の伝達に際し援護を要する者及びその他通常の手段では情報の入手が困難と考えられる 者に

対しても情報を伝達できるよう必要な検討を行い、体制の整備を図る。 
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 第４ 情報収集・提供等の体制整備 

  市は、武力攻撃事態等において、国民保護措置に関する情報提供、警報の内容の

通知及び伝達、被災情報の収集・報告、安否情報の収集・整理等を行うため、情報

収集・提供等の体制整備のために必要な事項について、以下のとおり定める。 

 

１ 基本的考え方 

 

⑴ 情報収集・提供のための体制の整備 

市は、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報その他の情報等を

収集又は整理し、関係機関及び住民に対しこれらの情報の提供等を適時かつ適切に

実施するための体制を整備する。 

 

⑵ 体制の整備に当たっての留意事項 

体制の整備に際しては、防災における体制を踏まえ、効率的な情報の収集、整理

及び提供や、武力攻撃災害により障害が発生した場合の通信の確保に留意する。 

 

⑶ 情報の共有 

市は、国民保護措置の実施のため必要な情報の収集、蓄積及び更新に努めるとと

もに、これらの情報が関係機関により円滑に利用されるよう、情報セキュリティー

等に留意しながらデータベース化等に努める。 

 

２ 警報等の伝達に必要な準備 

 

⑴ 警報の伝達体制の整備 

市は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法

等についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係団体に伝達方法等の理解

が行き渡るよう周知を図る。この場合において、民生委員や社会福祉協議会、国際

交流協会等との協力体制を構築するなど、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達

に配慮する。 

※ 警報の内容の伝達機関等は、資料編第２「基礎資料」（P.2-19）を参照 

 

⑵ 防災行政無線の整備 

市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要となる同報系そ

の他の防災行政無線の整備を図る。 

また、デジタル化の推進や可聴範囲の拡大を図る。 

 

⑶ 県警察との連携 
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市は、武力攻撃事態等において、住民に対する警報の内容の伝達が的確かつ迅速

に行えるよう、県警察との協力体制を構築する。また、必要に応じて海上保安部等

との協力体制を構築する。 

 

⑷ 国民保護に係るサイレンの住民への周知 

国民保護に係るサイレン音（「国民保護に係る警報のサイレンについて」平成 17

年７月６日付消防運第 17号国民保護運用室長通知）については、訓練等の様々な機

会を活用して住民に十分な周知を図る。 

 

⑸ 大規模集客施設等に対する警報の伝達のための準備 

市は、県から警報の内容の通知を受けたときに市長が迅速に警報の内容の伝達を

行うこととなる区域内に所在する学校、病院、駅、港湾、大規模集客施設、大規模

集合住宅、官公庁、事業所その他の多数の者が利用又は居住する施設について、県

との役割分担も考慮して定める。 

 

⑹ 民間事業者からの協力の確保 

市は、県と連携して、特に昼間人口の多い地域における「共助」の活動の実施が

期待される民間事業者が、警報の内容の伝達や住民の避難誘導等を主体的に実施で

きるよう、各種の取組みを推進する。 

その際、先進的な事業者の取組みをＰＲすること等により、協力が得られやすく

なるような環境の整備に努める。 

 

３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備 

 

⑴ 安否情報の種類及び報告 

市は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否情報（以

下参照）に関して、武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安否情報の

照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令（以下「安否情報省令」とい

う。）第２条に規定する様式第３号（資料編第４章「様式」（P.4-6）を参照）の安

否情報報告書の様式により、県に報告する。 
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 【収集・報告すべき情報】 

１ 避難住民（負傷した住民も同様） 

① 氏名 

② 出生の年月日 

③ 男女の別 

④ 住所 

⑤ 国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

⑥ ①～⑤のほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場合において、

当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。） 

⑦ 居所 

⑧ 負傷又は疾病の状況 

⑨ ⑦及び⑧のほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報 

２ 死亡した住民 

（上記①～⑥に加えて） 

⑩ 死亡の日時、場所及び状況 

⑪ 死体の所在 

 

⑵ 安否情報収集のための体制整備 

市は、収集した安否情報を円滑に整理、報告及び提供することができるよう、あ

らかじめ、市における安否情報の整理担当者及び安否情報の回答責任者等を定める

とともに、県の安否情報収集体制（担当の配置や収集方法・収集先等）の把握を行

う。 

 

⑶ 安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握 

市は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、諸学校、大規模事業所等安

否情報を保有し、収集に協力を求める可能性のある関係機関について、既存の統計

資料等に基づいてあらかじめ把握する。 

 

４ 被災情報の収集・報告に必要な準備 

 

⑴ 情報収集・連絡体制の整備 

市は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するため、

あらかじめ情報収集・連絡に当たる担当者を定めるとともに、必要な体制の整備を

図る。 
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【被災情報の報告様式】 

 年 月 日に発生した○○○による被害（第 報） 

 

平成 年 月 日  時 分 

田 辺 市  

 

１ 武力攻撃災害が発生した日時、場所（又は地域） 

 ⑴ 発生日時  平成 年 月 日 

 ⑵ 発生場所  ○○市△△町Ａ丁目Ｂ番Ｃ号（北緯  度、東経  度） 

２ 発生した武力攻撃災害の状況の概要 

３ 人的・物的被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

人 的 被 害 住 家 被 害 その他  

死 者 
行方 

不明者 

負 傷 者 
全壊 半壊  

重傷 軽傷 

(人) (人) (人) (人) (棟) (棟)  

       

       

       

 

※ 可能な場合、死者について、死亡地の市町村名、死亡の年月日、性別、年齢及び死亡時の概況を一人

ずつ記入してください。 

 

 

 

 

年 月 日 性別 年齢 概     況  

    

    

    

 

 

 第５ 研修及び訓練 

 

 市職員は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務を有していることから、研修

を通じて国民保護措置の実施に必要な知識の習得に努めるとともに、実践的な訓練を

通じて武力攻撃事態等における対処能力の向上に努める必要がある。このため、市に

おける研修及び訓練のあり方について必要な事項を、以下のとおり定める。 

 

１ 研修 

 

⑴ 研修機関における研修の活用 

市は、国民保護の知見を有する職員を育成するため、自治大学校、消防大学校、
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等の研修機関の研修課程を有効に活用し、職員の研修機会を確保する。 

 

⑵ 職員等の研修機会の確保 

市は、職員に対して、国、県等が作成する国民保護に関する教材や資料等も活用

し、多様な方法により研修を行う。 

また、県と連携し、消防団員及び自主防災組織のリーダーに対して国民保護措置

に関する研修等を行うとともに、国が作成するビデオ教材やｅ－ラーニング等も活

用するなど多様な方法により研修を行う。 
 

※【国民保護ポータルサイト】 
http://www.kokuminhogo.go.jp/ 

※【総務省消防庁ホームページ】 
http://www.fdma.go.jp/ 

 

⑶ 外部有識者等による研修 

市は、職員等の研修の実施に当たっては、消防職員を活用するほか、県、自衛隊、

海上保安庁及び警察の職員、学識経験者等を講師に招くなど外部の人材についても

積極的に活用する。 

 
 

２ 訓練 

 

⑴ 市における訓練の実施 

市は、県とともに近隣市町村、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置

についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。 

 

⑵ 訓練の形態及び項目 

県の訓練計画に沿って、実際に人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基づいて

参加者に意思決定を行わせる図上訓練等、実際の行動及び判断を伴う実践的な訓練

を実施する。 

 

① 市対策本部を迅速に設置するための職員の参集訓練及び市対策本部設置運営訓

練 

 

② 警報・避難の指示等の内容の伝達訓練及び被災情報・安否情報に係る情報収集

訓練 

 

③ 避難誘導訓練及び救援訓練 

 

⑶  訓練に当たっての留意事項 

 

① 国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用が可能な項目については、国
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民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させる。 

 

② 国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難誘導や救援等に当

たり、町内会・自治会等の協力を求めるとともに、特に高齢者、障害者その他特

に配慮を要する者への的確な対応が図られるよう留意する。 

 

③ 訓練実施時は、第三者の参加を求め、客観的な評価を行うとともに、参加者等

から意見を聴取するなど、教訓や課題を明らかにし、国民保護計画の見直し作業

等に反映する。 

 

④ 市は、町内会・自治会等、自主防災組織などと連携し、住民に対し広く訓練へ

の参加を呼びかけ、訓練の普及啓発に資するよう努め、訓練の開催時期、場所等

は、住民の参加が容易となるよう配慮する。 

 

⑤ 市は、県と連携し、学校、病院、駅、港湾、大規模集客施設、大規模集合住宅、

官公庁、事業所その他の多数の者が利用又は居住する施設の管理者に対し、火災

や地震等の計画及びマニュアル等に準じて警報の内容の伝達及び避難誘導を適切

に行うため必要となる訓練の実施を促す。 

 

⑥ 市は、県警察と連携し、避難訓練時における交通規制等の実施について留意す

る。 

 

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え                                        

 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えに関して必要な事項

について、以下のとおり定める（通信の確保、情報収集・提供体制など既に記載して

いるものを除く。）。 

 

１ 避難に関する基本的事項 

 

⑴ 基礎的資料の収集 

市は、迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、住宅地図、道路網のリス

ト、避難施設のリスト等必要な基礎的資料を準備する。 

 

  ※ 避難に必要な基礎的資料の一覧は、資料編第１章「避難マニュアル」（P.1-49）

を参照 

 

⑵ 隣接する市町村との連携の確保 
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市は、市町村の区域を越える避難を行う場合に備えて、平素から、隣接する市町

村と想定される避難経路や相互の支援のあり方等について意見交換等を行うことに

より、緊密な連携を確保する。 

 

⑶ 高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮 

市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難することが困難

な者の避難について、市社会福祉協議会の協力を得て避難対策を講じる。 

   

⑷ 民間事業者からの協力の確保 

市は、避難住民の誘導時における地域の民間事業者の協力の重要性にかんがみ、

平素から、これら企業の協力が得られるよう、連携・協力の関係を構築しておく。 

 

  ⑸ 学校や事業所との連携 

市は、学校や大規模な事業所における避難に関して、平素から、避難のあり方に

ついて、意見交換や避難訓練等を通じて、対応を確認する。 

 

 ２ 避難実施要領のパターンの作成 

 

市は、関係機関（教育委員会など市の各執行機関、消防機関、県、県警察、海上

保安部等、自衛隊等）と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアル

を参考に、季節の別（特に冬期の避難方法）、観光客、混雑や交通渋滞の発生状況

等について配慮し、複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成する。 

 

※ 避難マニュアル（避難実施要領のパターン）は、資料編第１（P.1-1～1-49）を 

参照 

 

３ 救援に関する基本的事項 

 

⑴ 県との調整 

市は、県から救援の一部の事務を当該市において行うこととされた場合や市が県

の行う救援を補助する場合にかんがみて、市の行う救援の活動内容や県との役割分

担等について、自然災害時における市の活動状況等を踏まえ、あらかじめ県と調整

しておく。 

 

⑵ 基礎的資料の準備等 

市は、県と連携して、救援に関する事務を行うために必要な資料を準備するとと

もに、避難に関する平素の取組みと並行して、関係機関との連携体制を確保する。 
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４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等 

 

市は、県と連携して、運送事業者の輸送力の把握や輸送施設に関する情報の把握等

を行うとともに、避難住民や緊急物資の運送を実施する体制を整備するよう努める。 

 

⑴ 運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握 

市は、県が保有する市の区域の輸送に係る運送事業者の輸送力及び輸送施設に関

する情報を共有する。 

       

⑵ 運送経路の把握等 

市は、武力攻撃事態等における避難住民や緊急物資の運送を円滑に行うため、県

が保有する当該市の区域に係る運送経路の情報を共有する。 

 

５ 避難施設の指定への協力 

 

市は、県が行う避難施設の指定に際しては、必要な情報を提供するなど県に協力す

る。 

市は、県が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、県と

共有するとともに、県と連携して住民に周知する。 

 

６ 生活関連等施設の把握等 

 

⑴ 生活関連等施設の把握等 

市は、その区域内に所在する生活関連等施設について、県を通じて把握するとと

もに、県との連絡態勢を整備する。 

また、市は、「生活関連等施設の安全確保の留意点について」（平成 17 年８月

29日閣副安危第 364 号内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官

通知）に基づき、その管理に係る生活関連等施設の安全確保措置の実施のあり方に

ついて定める。 
 

⑵ 市が管理する公共施設等における警戒 

市は、その管理に係る公共施設等について、特に情勢が緊迫している場合等にお

いて、必要に応じ、県の措置に準じて警戒等の措置を実施する。この場合において、

県警察及び海上保安部等との連携を図る。 
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第３章 物資及び資材の備蓄、整備 

 市が備蓄、整備する国民保護措置の実施に必要な物資及び資材について、以下のと

おり定める。 

 

 １ 市における備蓄 

 

⑴ 防災のための備蓄との関係 

住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材については、従来の防災のた

めに備えた物資や資材と共通するものが多いことから、可能であるものについては、

原則として、国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねるとと

もに、武力攻撃事態等において特に必要となる物資及び資材について、備蓄し、又

は調達体制を整備する。 

 

⑵ 国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材 

国民保護措置の実施のため特に必要となる化学防護服や放射線測定装置等の資機

材については、国がその整備や整備の促進に努めることとされ、また、安定ヨウ素

剤や天然痘ワクチン等の特殊な薬品等のうち国において備蓄・調達体制を整備する

ことが合理的と考えられるものについては、国において必要に応じて備蓄・調達体

制の整備等を行うこととされており、市としては、国及び県の整備の状況等も踏ま

え、県と連携しつつ対応する。 

 

⑶ 県との連携 

市は、国民保護措置のために特に必要となる物資及び資材の備蓄・整備について、

県と密接に連携して対応する。 

 

２ 市が管理する施設及び設備の整備及び点検等 

 

⑴ 施設及び設備の整備及び点検 

市は、国民保護措置の実施も念頭におきながら、その管理する施設及び設備につ

いて、整備し、又は点検する。 

 

⑵ ライフライン施設の機能の確保  

市は、その管理する上下水道施設等のライフライン施設について、自然災害に対

する既存の予防措置を活用する。 

 

⑶ 復旧のための各種資料等の整備等 

市は、武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のため、地籍調査の
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成果、不動産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料等について、

既存のデータ等を活用しつつ整備し、その適切な保存を図り、及びバックアップ体

制を整備するよう努める。 

 
 
第４章 国民保護に関する啓発 
 武力攻撃災害による被害を最小限化するためには、住民が国民保護に関する正しい

知識を身につけ、武力攻撃事態等において適切に行動する必要があることから、国民

保護に関する啓発や武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発の

あり方について必要な事項を、以下のとおり定める。 

 

１ 国民保護措置に関する啓発  

 

⑴ 啓発の方法 

市は、国及び県と連携しつつ、住民に対し、広報誌、パンフレット、テレビ、イ

ンターネット等の様々な媒体を活用して、国民保護措置の重要性について継続的に

啓発を行うとともに、住民向けの研修会、講演会等を実施する。また、高齢者、障

害者、外国人等に対しては、点字や外国語を使用した広報媒体を使用するなど実態

に応じた方法により啓発を行う。 

 

⑵ 防災に関する啓発との連携 

市は、啓発の実施に当たっては、防災に関する啓発とも連携し、消防団及び自主

防災組織の特性も活かしながら住民への啓発を行う。 

 

⑶ 学校における教育 

市教育委員会は、県教育委員会の協力を得て、児童生徒等の安全の確保及び災害

対応能力育成のため、市立学校において、安全教育や自他の生命を尊重する精神、

ボランティア精神の養成等のための教育を行う。 

 

２ 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発  

 

市は、武力攻撃災害の兆候を発見した場合の市長等に対する通報義務、不審物等

を発見した場合の施設管理者等に対する通報等について、啓発資料等を活用して住

民への周知を図る。 

また、わが国に対する弾道ミサイルの飛来の場合や地域においてテロが発生した

場合などに住民がとるべき対処についても、国が作成する各種資料（内閣官房作成

の「武力攻撃やテロなどから身を守るために」など）を防災に関する行動マニュア
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ルなどと併せて活用しながら、住民に対し周知するよう努める。 

 さらに加えて、市は、日本赤十字社、県、消防機関などとともに、傷病者の応急

手当について普及に努める。 
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第３編 武力攻撃事態等への対処 
 

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 

 多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊される等の具体的な被害が発生した場合

には、当初、その被害の原因が明らかではないことも多いと考えられ、市は、武力攻

撃事態等や緊急対処事態の認定が行われる前の段階においても、住民の生命、身体及

び財産の保護のために、現場において初動的な被害への対処が必要となる。 

 また、他の市町村において攻撃が発生している場合や何らかの形で攻撃の兆候に関

する情報が提供された場合においても、事案発生時に迅速に対応できるよう、即応体

制を強化しておくことが必要となることも考えられる。 

 このため、かかる事態において初動体制を確立し、関係機関からの情報等を迅速に

集約・分析して、その被害の態様に応じた応急活動を行っていくことの重要性にかん

がみ、市の初動体制について、以下のとおり定める。 

 

１ 初動体制と職員の参集基準等 

 

⑴ 初動体制の参集基準 

 市が、事態の状況に応じて適切な措置を講じるための初動体制及び参集基準は

P.15 で定めるとおりとする。 

 

⑵ 職員の参集が困難な場合の対応 

交通の途絶、職員の被災などにより参集が困難な場合も想定し、あらかじめ、市

対策本部長等の代替職員については P.16 で定めるとおりとする。 

 

２ 初動警戒体制 

 

⑴ 総務部長は、初動警戒体制を講ずべき事案が発生し、又は初動警戒体制が必要と

認めたときは、情報収集及び初動活動を適切に実施するため、総務部防災対策室の

職員を招集し初動警戒体制を速やかに確立する。 

 

⑵ 総務部長は、事態の状況に応じて、市が管理する公共施設の安全確保を図るとと

もに、市が所管する生活関連等施設管理者に必要な対策を講じるよう要請する。 

また、国及び県が所管する生活関連施設の対策についても連携を図る。 
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⑶ 総務部長は、事態の状況に応じて、県警察、消防、海上保安部及び自衛隊等の関

係機関との連携を強化する。 

 

３ 田辺市緊急事態連絡室の設置 

 

⑴ 田辺市緊急事態連絡室の設置 

 

① 市長は、現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握し

た場合においては、速やかに、県及び県警察に連絡を行うとともに、市として的確

かつ迅速に対処するため、田辺市緊急事態連絡室（以下「市緊急連絡室」という。）

を設置する。 

 

② 市緊急連絡室員及び市職員の招集 

  市緊急連絡室長は、市緊急連絡室を設置したときは、室員及び全職員を招集す

る。 

 

③ 市緊急連絡室長は、必要があると認める場合は、県の職員その他市の職員以外

の者の出席を求める。 

  また、自衛隊との連絡調整が必要な場合は、連絡員等の派遣を要請する。 

 

④ 市は、市緊急連絡室を設置したときは、西牟婁振興局総務室を経由して県に連

絡する。また、県警察、消防、海上保安部及び自衛隊等の関係機関についても連

絡する。 

 

⑤ 市緊急連絡室は、消防、県、県警察、海上保安部、自衛隊等の関係機関を通じ

て当該事案に係る情報収集に努めるとともに、県、指定公共機関、指定地方公共

機関等の関係機関に対して迅速に情報提供を行う。 

 

※ 各機関の連絡先は、資料編第３章「関係機関等の連絡先一覧」（P.3-1～3-12）

を参照 
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【田辺市緊急事態連絡室の構成等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 事態認定前における初動措置 

 

① 市は、市緊急連絡室において、事態に応じて関係機関により講じられる消防法、

警察官職務執行法、災害対策基本法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救

急等の応急措置についての情報を収集・分析し、被害の最小化を図る。 

 

② 市は、事態の状況から必要があると認める場合は、関係機関と連携し避難、救

 

　・住民福祉課長

　・教育事務所長

情報収集・連絡

　・産業建設課長

　・総務課長

支部員

支部長（行政局長）

副支部長

田辺市緊急事態連絡室支部

　・総務部総務課長

　・各理事

　・消防長

　・森林局長

　・総務部防災対策室長

　・収入役

　・教育長

田辺市緊急事態連絡室

室長（市長） 消防機関

県

県警察

海上保安部

その他関係機関

必要に応じ、連絡員等の
派遣を要請

迅速な情報収集分析、提
供

　・水道事業管理者

室員

　・各部長

自衛隊

副室長

　・副市長

　・企画部企画広報課長
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援及び武力攻撃災害への対処に備える。 

特に、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者（病人、乳幼児、日本語を使

えない外国人等）の避難等について、関係機関との連携を確認するとともに必要

な支援の準備を行う。 

 

⑶ 関係機関への支援の要請 

  市長は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要があると認めるときは、

県や他の市町村等に対し支援を要請する。 

 

⑷ 市長は、事態認定後においては、市緊急連絡室において、必要に応じ退避の指示

等の国民保護措置を行う。 

 

⑸ 市対策本部を設置すべき市の指定の要請等 

  市は、市対策本部を設置すべき市の指定が行われていない場合において、市にお

ける国民保護措置を総合的に推進するために必要があると認める場合には、内閣総

理大臣に対し、和歌山県知事（以下「知事」という。）を経由して市対策本部を設

置すべき市の指定を行うよう要請する。 

 

４ 国民保護対策本部に移行する場合の調整 

 

⑴ 市緊急連絡室を設置した後に政府において事態認定が行われ、市に対し、国民保

護対策本部を設置すべき市の指定の通知があった場合については、直ちに「田辺市

国民保護対策本部」（以下「市対策本部」という。）を設置して新たな体制に移行

し、市緊急連絡室は廃止する。 

 

⑵ 災害対策基本法は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態に対処することを想定した

法律ではないことにかんがみ、多数の人を殺傷する行為等の事案に伴い発生した災

害に対処するため、災害対策基本法に基づく災害対策本部が設置された場合におい

て、その後、政府において事態認定が行われ、市対策本部を設置すべき市の指定の

通知があった場合には、直ちに市対策本部を設置し、災害対策本部を廃止するもの

とする。 

市対策本部の設置前に災害対策基本法に基づく避難の指示等の措置が講じられて

いる場合には、すでに講じられた措置に代えて、改めて国民保護法に基づく所要の

措置を講ずるなど必要な調整を行うものとする。 
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５ 市における初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 

   

⑴ 市長が多数の人を殺傷する行為等の事案を把握した場合には、市は県に準じた対

策を講じるとともに、直ちに県に概要を連絡するものとする。 

 

第２章 市対策本部及び支部の設置等 

 市対策本部を迅速に設置するため、市対策本部及び支部を設置する場合の手順や市

対策本部・支部の組織、機能等について、以下のとおり定める。 

 

● 対策本部の設置（武力攻撃事態法第 10条） 

● 武力攻撃事態等現地対策本部（第 24条） 

● 都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定（第 25条） 

● 指定の要請（第 26条） 

● 都道府県対策本部及び市町村対策本部（第 28条） 

● 和歌山県国民保護対策本部及び和歌山県緊急対処事態対策本部条例 

● 田辺市国民保護対策本部及び田辺市緊急対処事態対策本部条例 

 

　　　場合は、事態認定と本部設置指定のタイミングがずれることになる。
※２　災害対策基本法上の災害とは、自然災害のほか、大規模な火災・爆発、放射性物質の大量放出、船舶
　　　等の事故等とされている。

※１  事態認定と本部設置指定は、同時の場合も多いと思われるが、事態に応じて追加で本部設置指定する

市緊急事態連絡室
体

制

対
処
措
置

事案覚知等 事態認定 本部設置指定※１

市国民保護

対策本部体制＜被害の態様が災害対策基本法上の

災害に該当※２＞

災害対策基本法に基づく災害対策本部が設置可能

消防法等に基づく措置

（例）消防警戒区域設定、救急業務

＜被害の態様が災害対策基本法上の

災害に該当＞

災害対策基本法に基づく各種対処措置が実施可能

（例）避難の指示、警戒区域設定、物件の除去

国民保護法等に基づく措置

（例）退避の指示、警戒区域の設定

本部設置前は本部設置指定要請

国民保護措置

（例）警報伝達、

避難実施要領の作成

避難住民の誘導など
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１ 市対策本部及び支部の設置 

 

⑴ 市対策本部及び支部を設置する場合については、次の手順により行う。 

 

① 市対策本部及び支部の設置 

市長は、内閣総理大臣から、総務大臣（消防庁）及び知事を通じて市対策本部

を設置すべき市の指定の通知を受けたときは、直ちに市役所内に市対策本部を、

行政局内に支部を設置する。 

※ 市対策本部の配置図は、資料編第２「基礎資料」（P.2-13）を参照 

ただし、事前に市緊急連絡室を設置していた場合は、市対策本部に切り替

えるものとする。 

 

② 市対策本部員及び市職員の招集 

市対策本部担当者は、市対策本部・支部員、市対策本部・支部職員等に対し、

災害時における緊急連絡網を活用し、市対策本部又は支部に参集するよう連絡す

る。 

 

③ 市対策本部設置の連絡等 

  市は、市対策本部を設置したときは、西牟婁振興局総務室を経由して県に連絡

する。また、県警察、消防、海上保安部及び自衛隊等の関係機関についても連絡

する。 

※ 関係機関の連絡先は、資料編第３章「関係機関等の連絡先一覧」（P.3-1～ 

3-12）を参照 

 

④ 市対策本部の開設 

市対策本部担当者は、市本庁舎３階第１会議室に市対策本部を開設する。また、

支部は各行政局会議室に設置する。市対策本部及び支部は必要な各種通信システ

ムの起動、資機材の配置等必要な準備を開始する。 

市長は、市対策本部を設置したときは、市議会に市対策本部を設置した旨を連

絡する。 

 

⑤ 交代要員等の確保 

市は、防災に関する体制を活用しつつ、職員の配置、食料等の備蓄、自家発電

設備及び仮眠設備の確保等を行う。 

 

⑥ 本部の代替機能の確保 

市は、市対策本部が被災した場合等市対策本部を市庁舎内に設置できない場合

は、職業訓練センター３階大教室又は紀南文化会館４階研修室に設置するものと

する。また、支部はあらかじめ定めた施設に設置するものとする。 
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市区域外への避難が必要で、市の区域内に市対策本部を設置することができな

い場合には、知事と市対策本部の設置場所について協議を行う。 

 

 

⑵ 市対策本部の組織構成及び機能 

市対策本部の組織構成及び各組織の機能は以下のとおりとする。 

 

　・消防長

　・森林局長

（給水部）

　消防班

※関係機関との連絡調
整が必要な場合は、自衛
隊、指定（地方）行政機
関、指定（地方）公共機関
等に職員の派遣を求め
る。

※市対策本部長が必要と認
めるとき、国の職員その他
当該市の職員以外の者を市
対策本部の会議に出席させ
ることができる。

　・教育事務所長

情報収集・連絡

副本部長

　・副市長

　・総務課長

支部員

　・産業建設課長

（調査復旧部）

（救護部）

（調達配給部）

　調達配給班

　総務班

【田辺市国民保護対策本部組織図】

（消防部）

（調査復旧部）

　調査復旧班

（調整部）

　総務広報班

対策本部長
（市長）

【本部】

（総合調整部）

【支部】

（消防部）

　消防班

　給水班

　復旧班

　広報班

（救護部）

　救護衛生班

　避難所班

※教育委員会については、「実
施の求め」

　・教育長

　・総務部防災策室長

　・総務部総務課長

　救護衛生避難所班

（調達配給部）

　調達配給班

　調査復旧班

　・各理事

【本部】

　・収入役

　・水道事業管理者

本部員

支部長（行政局長）

（総合調整部）

　・各部長

　・企画部企画広報課長

　・住民福祉課長

副支部長

対策本部長の意思決定を補佐 措置状況

決定事項

 
 

※ 市対策本部における決定内容等を踏まえて、各部課室において措置を実施するも

のとする 
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田辺市国民保護対策本部・支部の編成及び事務分掌 

 【本部】 

部名 班名 
担当課 

（◎の所属長は班長） 
事務分掌 

総合調整部 総務班 防災対策室◎ 

総務課 

秘書課 

議会事務局 

○市対策本部会議の運営に関する事項 

○収集した情報を踏まえた市対策本部長の重要な

意思決定に係る補佐 
○市対策本部長が決定した方針に基づく各班に対

する具体的な指示 

○市が行う国民保護措置に関する調整 

○他の市町村又は県に対する応援の求め、緊急消

防援助隊の派遣要請及び受入等広域応援に関す

る事項 
○指定行政機関又は指定地方行政機関への措置要

請、自衛隊の部隊等の派遣要請に関する事項 
○関係機関相互の連携に関すること 
  ①県の対策本部との連携 
  ②県の現地対策本部との連携に関すること 
  ③県による事務の代行 
  ④指定公共機関、指定地方公共機関への措置要
  請 
  ⑤日本赤十字社との連携 
  ⑥県警察との連携 
  ⑦市教育委員会との連携 
○各班との連絡調整に関すること 

○国、県、他の市町村、指定（地方）公共機関等

からの情報収集、整理及び集約 

１ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部

の設置、運営に関すること 

２ 現地対策本部の設置に関すること 
３ 市対策本部長の総合調整に関すること 
４ 自衛隊の派遣要請の求めに関すること 
５ 住民に対する避難の指示の伝達、避難住民の

誘導、その他住民の避難に関する措置に関する

こと 

６ 自衛隊及び米軍との道路、港湾施設の利用調

整に関すること 
７ 緊急通報の発令の伝達に関すること 
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８ 退避の指示に関すること 
９ 救援の協力に関すること 
①収容施設の供与 
②炊き出しその他による食品の給与及び飲料水

の供給 
③被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

④医療の提供及び助産 
⑤被災者の捜索及び救出 
⑥埋葬及び火葬 
⑦電話その他の通信設備の提供 
⑧住宅の応急修理 
⑨学用品の給与 
⑩死体の捜索及び処理 
⑪住居又は周辺の土石・竹木の除去 
10 武力攻撃災害の防除及び軽減に関すること 
 ①生活関連等施設の安全確保 
 ②危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防

  除 
③ＮＢＣ攻撃による災害への対処等 

11 警戒区域の設定に関すること。 
12 交通規制に関すること。 
13 武力攻撃災害の復旧に関すること 

14 県防災ヘリコプターの要請に関すること 

15 避難の指示の伝達に係る調整に関すること 
  ①県警察 
  ②海上保安部 
  ③自衛隊 
  ④近畿運輸局（和歌山運輸支局） 
  ⑤運送事業者（指定（地方）公共機関） 
  ⑥その他 
16 救援に係る調整に関すること 
 ①防衛施設局（所管財産の使用：美浜・由良） 

  ②近畿厚生局（救援等に係る情報の収集及び提供） 
  ③近畿農政局（食料及び備蓄物資の確保） 
  ④近畿経済産業局（救援物資の円滑な供給の確保） 
⑤近畿運輸局（運送事業者への連絡調整） 

⑥県警察（被災者の捜索及び救出、死体の捜索

及び処理） 
  ⑦消防機関（被災者の捜索及び救出、死体の捜
索及び処理） 
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  ⑧自衛隊（被災者の捜索及び救出、死体の捜索
及び処理） 

⑨海上保安庁（被災者の捜索及び救出、死体の

捜索及び処理） 
  ⑩運送事業者（救援物資の輸送） 
  ⑪電気通信事業者（避難施設における電話等の
臨時設置） 

  ⑫電気事業者（電気の供給） 
  ⑬ガス事業者（都市ガス、LPガスの供給） 
  ⑭水道事業者（水の供給） 
  ⑮医師、看護師等の医療関係者（医療の提供） 
  ⑯日本赤十字社（救援への協力） 
  ⑰市教育委員会（学用品の給与） 
17 生活関連等施設の安全確保に関すること 
 ①指定行政機関及び指定地方行政機関との連携 
 ②県警察、海上保安部、消防機関への支援要請 
 ・取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池等 
  ・鉄道施設、軌道施設等 
 ・電気通信事業者の交換設備等 
 ・放送局の無線設備等 

・重要港湾の水域施設、係留施設等 
 ・ダム等 
18 ＮＢＣ攻撃に際しての国との連携に関するこ

 と 
19 対策本部が決定した事項の通知等に関するこ

 と 
 ①自衛隊との連絡調整 
  ②緊急消防援助隊との連絡調整 
 ③警報の通知及び伝達 
 ④避難措置の通知 
 ⑤避難の指示の通知及び伝達 
 ⑥避難施設管理者への通知 
 ⑦緊急通報の通知 
 ⑧退避の指示の通知 

 ⑨警戒区域の通知 
  ⑩交通規制 
  ⑪立入制限、立入禁止、退去命令等 
 ⑫その他 
20 海外からの支援受入の調整に関すること 

21 県対策本部からの情報収集に関すること 
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 ①対策本部の設置 
  ②警報の発令 
  ③避難措置の指示 
  ④救援の指示 
  ⑤武力攻撃災害への対処 
  ⑥消防庁長官からの指示 
22 県からの情報収集に関すること 
 ①避難住民の誘導の状況 
 ②救援の状況 
 ③武力攻撃災害の状況 
 ④その他 
23 指定（地方）行政機関の措置状況に関するこ

 と 
24 指定（地方）公共機関の措置状況に関するこ

 と 
25 退避の指示に関すること 
 （県、警察官、海上保安官、自衛官） 
26 警戒区域の設定に関すること 
 （県、警察官、海上保安官、自衛官） 
27 安否情報の収集及び提供に関すること 
28 武力攻撃災害情報の収集に関すること 
 ・生活関連等施設 
 ・危険物質等の状況 
 ・道路、港湾 
 ・市有施設 
 ・交通機関 
 ・その他 

29 被災情報の収集及び報告に関すること 

30 対策本部員のローテーションの管理に関する

こと 
31 市議会事務局との連携に関すること 
32 職員の動員に関すること 

33 職員の派遣要請及びあっせんに関すること 
  ・指定（地方）行政機関 
  ・指定（地方）公共機関 
  ・その他 
34 職員の救援に関すること 
35 電話その他の通信設備の管理・提供に関する

こと 
36 災害応急対策用物品の購入に関すること 




